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公布された条例のあらまし 

 

◎ 三重県食品衛生法施行条例案（条例第 53 号） 

1  食品衛生法等の一部改正等に鑑み、公衆衛生の見地から必要な営業施設基準についての規定等を整備

するため、三重県食品衛生法施行条例の全部を改正することとしました。 

 2  この条例は、令和 3 年 6月 1 日から施行することとしました。 

 

◎ 知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例（条例第 54 号） 

1  漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令による

地方自治法施行令の一部改正に鑑み、海区漁業調整委員会の委員の県に対する損害賠償責任の一部免責

についての規定を整備することとしました。  

 2  この条例は、令和 2 年 12月 1日から施行することとしました。 

 

◎ 三重県手数料条例の一部を改正する条例（条例第 55 号） 

1  建築基準法等の一部改正に鑑み、手数料についての規定を整備することとしました。 

 2  この条例は、令和 2 年 12月 1日（一部公布の日）から施行することとしました。 

 

◎ 三重県家畜保健衛生所手数料条例の一部を改正する条例（条例第 56 号） 

1  家畜伝染病予防法施行規則の一部改正等に伴い、規定を整理することとしました。 

 2  この条例は、公布の日から施行することとしました。 

 

◎ 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例（条例第 57号） 

1  社会情勢の変化に鑑み、卑わいな行為に係る規制を整備することとしました。 

 2  この条例は、令和 3 年 1月 1 日から施行することとしました。 

 

 

 

 

 

 

条 例 
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知 事 等 の 損 害 賠 償 責 任 の 一 部 免 責 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

こ こ に 公 布 し ま す 。  
令 和 二 年 十 月 二 十 一 日  

三 重 県 知 事   鈴  木  英  敬  

三 重 県 条 例 第 五 十 四 号  

知 事 等 の 損 害 賠 償 責 任 の 一 部 免 責 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

知 事 等 の 損 害 賠 償 責 任 の 一 部 免 責 に 関 す る 条 例 （ 令 和 二 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 趣 旨 ）  （ 趣 旨 ）  

第 一 条  こ の 条 例 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十

二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 四 十 三 条 の 二

第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 知 事 、 教 育 委 員 会

の 委 員 、 公 安 委 員 会 の 委 員 、 選 挙 管 理 委 員

会 の 委 員 、 監 査 委 員 、 人 事 委 員 会 の 委 員 、

労 働 委 員 会 の 委 員 、 収 用 委 員 会 の 委 員 、 海

区 漁 業 調 整 委 員 会 の 委 員 、 内 水 面 漁 場 管 理

委 員 会 の 委 員 又 は 職 員 （ 同 法 第 二 百 四 十 三

条 の 二 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 賠 償 の 命

令 の 対 象 と な る 者 を 除 く 。 次 条 に お い て

「 知 事 等 」 と い う 。 ） の 県 に 対 す る 損 害 を

賠 償 す る 責 任 の 一 部 を 免 れ さ せ る こ と に

関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

第 一 条  こ の 条 例 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十

二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 四 十 三 条 の 二

第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 知 事 、 教 育 委 員 会

の 委 員 、 公 安 委 員 会 の 委 員 、 選 挙 管 理 委 員

会 の 委 員 、 監 査 委 員 、 海 区 漁 業 調 整 委 員 会

の 委 員 、 人 事 委 員 会 の 委 員 、 労 働 委 員 会 の

委 員 、 収 用 委 員 会 の 委 員 、 内 水 面 漁 場 管 理

委 員 会 の 委 員 又 は 職 員 （ 同 法 第 二 百 四 十 三

条 の 二 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ る 賠 償 の 命

令 の 対 象 と な る 者 を 除 く 。 次 条 に お い て

「 知 事 等 」 と い う 。 ） の 県 に 対 す る 損 害 を

賠 償 す る 責 任 の 一 部 を 免 れ さ せ る こ と に

関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 損 害 賠 償 責 任 の 一 部 免 責 ）  （ 損 害 賠 償 責 任 の 一 部 免 責 ）  

第 二 条  県 は 、 知 事 等 の 県 に 対 す る 損 害 を 賠

償 す る 責 任 を 、 知 事 等 が 職 務 を 行 う に つ き

善 意 で か つ 重 大 な 過 失 が な い と き は 、 知 事

等 が 賠 償 の 責 任 を 負 う 額 か ら 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 知 事 等 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定

め る 額 を 控 除 し て 得 た 額 に つ い て 免 れ さ

せ る も の と す る 。  

第 二 条  県 は 、 知 事 等 の 県 に 対 す る 損 害 を 賠

償 す る 責 任 を 、 知 事 等 が 職 務 を 行 う に つ き

善 意 で か つ 重 大 な 過 失 が な い と き は 、 知 事

等 が 賠 償 の 責 任 を 負 う 額 か ら 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 知 事 等 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定

め る 額 を 控 除 し て 得 た 額 に つ い て 免 れ さ

せ る も の と す る 。  

一  地 方 警 務 官 （ 警 察 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法

律 第 百 六 十 二 号 ） 第 五 十 六 条 第 一 項 に 規

定 す る 地 方 警 務 官 を い う 。 以 下 こ の 号 及

び 次 号 に お い て 同 じ 。 ） 以 外 の 知 事 等  

地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 二 年 政 令 第

一  地 方 警 務 官 （ 警 察 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法

律 第 百 六 十 二 号 ） 第 五 十 六 条 第 一 項 に 規

定 す る 地 方 警 務 官 を い う 。 以 下 こ の 号 及

び 次 号 に お い て 同 じ 。 ） 以 外 の 知 事 等  

地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 二 年 政 令 第
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十 六 号 。 次 号 に お い て 「 令 」 と い う 。 ）

第 百 七 十 三 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る

普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 等 の 基 準 給 与 年

額 に 、 次 に 掲 げ る 地 方 警 務 官 以 外 の 知 事

等 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 数

を 乗 じ て 得 た 額  

十 六 号 。 次 号 に お い て 「 令 」 と い う 。 ）

第 百 七 十 三 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る

普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 等 の 基 準 給 与 年

額 に 、 次 に 掲 げ る 地 方 警 務 官 以 外 の 知 事

等 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 数

を 乗 じ て 得 た 額  

イ  （ 略 ）  イ  （ 略 ）  

ロ  副 知 事 、 教 育 委 員 会 の 教 育 長 若 し く

は 委 員 、 公 安 委 員 会 の 委 員 、 選 挙 管 理

委 員 会 の 委 員 又 は 監 査 委 員  四  

ロ  副 知 事 、 教 育 委 員 会 の 教 育 長 若 し く

は 委 員 、 公 安 委 員 会 の 委 員 、 選 挙 管 理

委 員 会 の 委 員 、 監 査 委 員 又 は 海 区 漁 業

調 整 委 員 会 の 委 員  四  

ハ  人 事 委 員 会 の 委 員 、 労 働 委 員 会 の 委

員 、 収 用 委 員 会 の 委 員 、 海 区 漁 業 調 整

委 員 会 の 委 員 、 内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会

の 委 員 又 は 地 方 公 営 企 業 の 管 理 者  二  
ハ  人 事 委 員 会 の 委 員 、 労 働 委 員 会 の 委

員 、 収 用 委 員 会 の 委 員 、 内 水 面 漁 場 管

理 委 員 会 の 委 員 又 は 地 方 公 営 企 業 の

管 理 者  二  

ニ  （ 略 ）  ニ  （ 略 ）  

二  （ 略 ）  二  （ 略 ）  

   附  則  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 二 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  漁 業 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 法 律 （ 平 成 三 十 年 法 律 第 九 十 五 号 ） 附 則 第 十 五 条 第 二

項 の 規 定 に よ り 在 任 す る も の と さ れ た 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 の 委 員 に 係 る 賠 償 の 責 任 を

負 う 額 か ら 控 除 す る 額 に つ い て は 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 知 事 等 の 賠 償 責 任 の 一 部 免

責 に 関 す る 条 例 第 二 条 第 一 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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三 重 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 二 年 十 月 二 十 一 日  

三 重 県 知 事   鈴  木  英  敬  

三 重 県 条 例 第 五 十 五 号  

三 重 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

三 重 県 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  

 

項  

手 数 料 を 徴 収

す る 事 務  

手 数 料 の

名 称  

手 数 料 の

金 額  

  

項  

手 数 料 を 徴 収

す る 事 務  

手 数 料 の

名 称  

手 数 料 の

金 額  

 

 一 ～

二 百

三 十

六  

（ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    一 ～

二 百

三 十

六  
（ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 二 百

三 十

七  

漁 業 法 （ 昭 和

二 十 四 年 法 律

第 二 百 六 十 七

号 ） 第 五 十 七

条 第 一 項 又 は

第 百 十 九 条 第

一 項 の 規 定 に

基 づ く 漁 業 許

可 の 申 請 に 対

す る 審 査  

漁 業 許 可

申 請 手 数

料  

三 千 四 百

円  

       

 二 百

三 十

八  

漁 業 法 第 五 十

七 条 第 一 項 又

は 第 百 十 九 条

第 一 項 の 規 定

に 基 づ く 漁 業

許 可 の 変 更 の

許 可 の 申 請 に

対 す る 審 査  

漁 業 許 可

変 更 許 可

申 請 手 数

料  

二 千 六 百

円  

       

 二 百

三 十

九  

漁 業 法 第 六 十

九 条 第 一 項 の

規 定 に 基 づ く

漁 業 権 の 免 許  

漁 業 権 免

許 申 請 手

数 料  

四 千 三 百

円  

  二 百

三 十

七  

漁 業 法 （ 昭 和

二 十 四 年 法 律

第 二 百 六 十 七

号 ） 第 十 条 の  

漁 業 権 免

許 申 請 手

数 料  

四 千 三 百

円  
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  の 申 請 に 対 す

る 審 査  

     規 定 に 基 づ く

漁 業 権 の 免 許

の 申 請 に 対 す

る 審 査  

   

 二 百

四 十  

漁 業 法 第 七 十

二 条 第 六 項 の

規 定 に 基 づ く

団 体 漁 業 権

（ 区 画 漁 業 権

に 限 る 。 ） の 共

有 の 認 可 の 申

請 に 対 す る 審

査  

漁 業 権 共

有 認 可 申

請 手 数 料  

四 千 三 百

円  

  二 百

三 十

八  

漁 業 法 第 十 四

条 第 四 項 （ 同

条 第 七 項 に お

い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 ）

の 規 定 に 基 づ

く 漁 業 権 の 共

有 の 認 可 の 申

請 に 対 す る 審

査  

漁 業 権 共

有 認 可 申

請 手 数 料  

四 千 三 百

円  

 

 二 百

四 十

一  

漁 業 法 第 七 十

六 条 第 一 項 の

規 定 に 基 づ く

漁 業 権 の 分 割

又 は 変 更 の 免

許 の 申 請 に 対

す る 審 査  

漁 業 権 分

割 変 更 免

許 申 請 手

数 料  

三 千 八 百

円  

  二 百

三 十

九  
漁 業 法 第 二 十

二 条 第 一 項 の

規 定 に 基 づ く

漁 業 権 の 分 割

又 は 変 更 の 免

許 の 申 請 に 対

す る 審 査  
漁 業 権 分

割 変 更 免

許 申 請 手

数 料  

三 千 八 百

円  

 

 二 百

四 十

二  

漁 業 法 第 七 十

八 条 第 二 項 の

規 定 に 基 づ く

個 別 漁 業 権 を

目 的 と す る 抵

当 権 の 設 定 の

認 可 の 申 請 に

対 す る 審 査  

個 別 漁 業

権 を 目 的

と す る 抵

当 権 設 定

認 可 手 数

料  

三 千 二 百

円  

  二 百

四 十  

漁 業 法 第 二 十

四 条 第 二 項 の

規 定 に 基 づ く

定 置 漁 業 権 又

は 区 画 漁 業 権

を 目 的 と す る

抵 当 権 の 設 定

の 認 可 の 申 請

に 対 す る 審 査  

定 置 漁 業

権 又 は 区

画 漁 業 権

を 目 的 と

す る 抵 当

権 設 定 認

可 手 数 料  

三 千 二 百

円  

 

 二 百

四 十

三  

漁 業 法 第 七 十

九 条 第 一 項 た

だ し 書 の 規 定

に 基 づ く 個 別

漁 業 権 の 移 転

の 認 可 の 申 請

に 対 す る 審 査  

漁 業 権 移

転 認 可 申

請 手 数 料  

三 千 二 百

円  

  二 百

四 十

一  

漁 業 法 第 二 十

六 条 第 一 項 た

だ し 書 の 規 定

に 基 づ く 定 置

漁 業 権 又 は 区

画 漁 業 権 の 移

転 の 認 可 の 申

請 に 対 す る 審

査  

漁 業 権 移

転 認 可 申

請 手 数 料  

三 千 二 百

円  
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             二 百

四 十

四  
漁 業 法 第 八 十

八 条 第 一 項

（ 同 条 第 五 項

に お い て 準 用

す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に

基 づ く 休 業 中

の 漁 業 許 可 の

申 請 に 対 す る

審 査  

休 業 中 の

漁 業 許 可

申 請 手 数

料  

三 千 四 百

円  

  二 百

四 十

二  

漁 業 法 第 三 十

六 条 第 一 項

（ 同 条 第 四 項

に お い て 準 用

す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に

基 づ く 休 業 中

の 漁 業 許 可 の

申 請 に 対 す る

審 査  

休 業 中 の

漁 業 許 可

申 請 手 数

料  

三 千 四 百

円  

 

       二 百

四 十

三  

漁 業 法 第 六 十

五 条 第 一 項 又

は 第 六 十 六 条

第 一 項 の 規 定

に 基 づ く 漁 業

許 可 の 申 請 に

対 す る 審 査  

漁 業 許 可

申 請 手 数

料  

三 千 四 百

円  

 

       二 百

四 十

四  

漁 業 法 第 六 十

五 条 第 一 項 又

は 第 六 十 六 条

第 一 項 の 規 定

に 基 づ く 漁 業

許 可 の 変 更 の

許 可 の 申 請 に

対 す る 審 査  

漁 業 許 可

変 更 許 可

申 請 手 数

料  

二 千 六 百

円  

 

 二 百

四 十

四 の

二  

漁 業 法 第 百 十

九 条 第 二 項 の

規 定 に 基 づ く

規 則 で 定 め る

水 産 動 植 物 の

採 捕 に 係 る 許

可 の 申 請 に 対

す る 審 査  

採 捕 許 可

申 請 手 数

料  

三 千 四 百

円 （ し ら

す う な ぎ

の 採 捕 許

可 に 係 る

申 請 に つ

い て は 、

採 捕 従 事

者 一 名 に

つ き 千 円

を 加 算 し

た 額 ）  

  二 百

四 十

四 の

二  

漁 業 法 第 六 十

五 条 第 二 項 第

一 号 の 規 定 に

基 づ く 規 則 で

定 め る 水 産 動

植 物 の 採 捕 に

係 る 許 可 の 申

請 に 対 す る 審

査  

特 別 採 捕

許 可 申 請

手 数 料  

三 千 四 百

円 （ し ら

す う な ぎ

の 採 捕 許

可 に 係 る

申 請 に つ

い て は 、

採 捕 従 事

者 一 名 に

つ き 千 円

を 加 算 し

た 額 ）  

 

 二  百  （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    二  百  （ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 四  十       四  十      
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 五 ～

三 百

三 十

九  

     五 ～

三 百

三 十

九  

    

 三 百

三 十

九 の

二  

建 築 基 準 法 第

六 十 条 の 二 の

二 第 一 項 第 二

号 の 規 定 に 基

づ く 建 築 物 の

建 蔽 率 又 は 壁

面 の 位 置 に 関

す る 特 例 の 許

可 の 申 請 に 対

す る 審 査  

居 住 環 境

向 上 用 途

誘 導 地 区

に お け る

建 築 物 の

建 蔽 率 又

は 壁 面 の

位 置 の 特

例 許 可 申

請 手 数 料  

十 六 万 円         

 三 百

三 十

九 の

三  

建 築 基 準 法 第

六 十 条 の 二 の

二 第 三 項 た だ

し 書 の 規 定 に

基 づ く 建 築 物

の 高 さ に 関 す

る 特 例 の 許 可

の 申 請 に 対 す

る 審 査  

居 住 環 境

向 上 用 途

誘 導 地 区

に お け る

建 築 物 の

高 さ の 特

例 許 可 申

請 手 数 料  

十 六 万 円         

 三 百

三 十

九 の

四  ～

三 百

三 十

九 の

八  

（ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    三 百

三 十

九 の

二  ～

三 百

三 十

九 の

六  

（ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 三 百

四 十

～ 三

百 六

十 四  

（ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）    三 百

四 十

～ 三

百 六

十 四  

（ 略 ）  （ 略 ）  （ 略 ）   

 備 考  （ 略 ）    備 考  （ 略 ）   

  

附  則  
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こ の 条 例 は 、 令 和 二 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 一 中 第 三 百 三 十 九 号 の

二 の 項 か ら 第 三 百 三 十 九 号 の 六 の 項 ま で を 二 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 三 百 三 十 九 号 の 項 の 次 に

二 項 を 加 え る 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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三 重 県 家 畜 保 健 衛 生 所 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し

ま す 。  
令 和 二 年 十 月 二 十 一 日  

三 重 県 知 事   鈴  木  英  敬  

三 重 県 条 例 第 五 十 六 号  

三 重 県 家 畜 保 健 衛 生 所 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

三 重 県 家 畜 保 健 衛 生 所 手 数 料 条 例 （ 昭 和 五 十 三 年 三 重 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  

 区   分  手 数 料 の 額    区   分  手 数 料 の 額   

 一  法 第 四 条 の 二 第

五 項 、 第 五 条 第 一

項 又 は 第 三 十 一 条

第 一 項 の 規 定 に 基

づ く 家 畜 の 検 査

（ 法 第 五 条 第 一 項

の 規 定 に 基 づ く 家

畜 の 検 査 に あ っ て

は 、 監 視 伝 染 病 の

発 生 を 予 防 す る た

め の も の に 限 る 。 ） 

   一  法 第 四 条 の 二 第

五 項 、 第 五 条 第 一

項 又 は 第 三 十 一 条

第 一 項 の 規 定 に 基

づ く 家 畜 の 検 査

（ 法 第 五 条 第 一 項

の 規 定 に 基 づ く 家

畜 の 検 査 に あ っ て

は 、 監 視 伝 染 病 の

発 生 を 予 防 す る た

め の も の に 限 る 。 ） 

  

 イ ～ ホ  （ 略 ）  （ 略 ）    イ ～ ホ  （ 略 ）  （ 略 ）   

 へ  鳥 マ イ コ プ ラ

ズ マ 症 抗 体 検 査  

一 羽 に つ き  五 〇

円  

  へ  鶏 呼 吸 器 性 マ

イ コ プ ラ ズ マ 病

抗 体 検 査  

一 羽 に つ き  五 〇

円  

 

 ト ～ リ  （ 略 ）  （ 略 ）    ト ～ リ  （ 略 ）  （ 略 ）   

 二  法 第 六 条 第 一 項

又 は 第 三 十 一 条 第

一 項 の 規 定 に 基 づ

く 家 畜 の 注 射 、 薬

浴 又 は 投 薬  

   二  法 第 六 条 第 一 項

又 は 第 三 十 一 条 第

一 項 の 規 定 に 基 づ

く 家 畜 の 注 射 、 薬

浴 又 は 投 薬  

  

 イ  予 防 注 射     イ  予 防 注 射    

 

（
イ
）

 （ 略 ）  （ 略 ）    

（
イ
）

 （ 略 ）  （ 略 ）   

 （
ロ
）

 牛 流 行 熱 又

は 牛 伝 染 性 鼻

気 管 炎  

一 頭 に つ き  七 三

〇 円  

  （
ロ
）

 流 行 熱 又 は

牛 伝 染 性 鼻 気

管 炎  

一 頭 に つ き  七 三

〇 円  
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 （
ハ
）

～ （
リ
）

 （ 略 ）  （ 略 ）    （
ハ
）

～ （
リ
）

 （ 略 ）  （ 略 ）   

 ロ ・ ハ  （ 略 ）  （ 略 ）    ロ ・ ハ  （ 略 ）  （ 略 ）   

 三  （ 略 ）  （ 略 ）    三  （ 略 ）  （ 略 ）   

  

附  則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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公 衆 に 著 し く 迷 惑 を か け る 暴 力 的 不 良 行 為 等 の 防 止 に 関 す る 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 二 年 十 月 二 十 一 日  

三 重 県 知 事   鈴  木  英  敬    

三 重 県 条 例 第 五 十 七 号  

   公 衆 に 著 し く 迷 惑 を か け る 暴 力 的 不 良 行 為 等 の 防 止 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例  

 

公 衆 に 著 し く 迷 惑 を か け る 暴 力 的 不 良 行 為 等 の 防 止 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 八 年 三 重 県

条 例 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正

す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 粗 野 、 乱 暴 又 は 卑 わ い な 行 為 の 禁 止 ）  

第 二 条  （ 略 ）  

２  何 人 も 、 正 当 な 理 由 が な い の に 、 人 を 著

し く 羞 恥 さ せ 、 又 は 人 に 不 安 を 覚 え さ せ る

よ う な 方 法 で 、 次 に 掲 げ る 行 為 を し て は な

ら な い 。  

 

一  人 の 身 体 に 、 直 接 又 は 衣 服 そ の 他 の 身

に 着 け る 物 の 上 か ら 触 れ る こ と 。  

 

二  通 常 衣 服 で 隠 さ れ て い る 人 の 身 体 又

は 下 着 を の ぞ き 見 し 、 又 は 撮 影 し 、 若 し

く は そ の 目 的 で 撮 影 機 器 を 人 に 向 け 、 若

し く は 設 置 す る こ と 。  

三  前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 公 共 の 場

所 又 は 公 共 の 乗 物 に お い て 、 卑 わ い な 言

動 を す る こ と 。  

 

 

 

 

 

３ ・ ４  （ 略 ）  

（ 景 品 買 行 為 等 の 禁 止 ）  

第 五 条  何 人 も 、 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法

（ 粗 野 、 乱 暴 又 は 卑 わ い な 行 為 の 禁 止 ）  
第 二 条  （ 略 ）  

２  何 人 も 、 人 に 対 し 、 公 共 の 場 所 又 は 公 共

の 乗 物 に お い て 、 正 当 な 理 由 が な い の に 、

人 を 著 し く し ゆ う 恥 さ せ 、 又 は 人 に 不 安 を

覚 え さ せ る よ う な 方 法 で 、 次 に 掲 げ る 行 為

を し て は な ら な い 。  

一  人 の 身 体 に 、 直 接 又 は 衣 服 そ の 他 の 身

に 着 け る 物 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 衣 服

等 」 と い う 。 ） の 上 か ら 触 れ る こ と 。  

二  衣 服 等 で 覆 わ れ て い る 人 の 身 体 又 は

下 着 を の ぞ き 見 し 、 又 は 撮 影 す る こ と 。 

 

 

三  前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 卑 わ い な

言 動 を す る こ と 。  

 

３  何 人 も 、 み だ り に 、 公 衆 浴 場 、 公 衆 便 所 、

公 衆 が 利 用 す る こ と が で き る 更 衣 室 そ の

他 公 衆 が 通 常 衣 服 等 の 全 部 又 は 一 部 を 着

け な い 状 態 で い る 場 所 に お け る 当 該 状 態

に あ る 人 の 姿 態 を 撮 影 し て は な ら な い 。  

４ ・ ５  （ 略 ）  

（ 景 品 買 行 為 等 の 禁 止 ）  

第 五 条  何 人 も 、 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務

の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法
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律 第 百 二 十 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 四 号 の 営

業 （ ま あ じ や ん 屋 を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お

い て 「 ぱ ち ん こ 屋 等 」 と い う 。 ） に 係 る 営

業 所 又 は そ の 付 近 に お い て 、 ぱ ち ん こ 屋 等

の 営 業 者 が 遊 技 客 に 賞 品 と し て 交 付 し た

物 品 を 転 売 す る た め 、 又 は 転 売 す る 目 的 を

有 す る 者 に 交 付 す る た め 、 う ろ つ き 、 又 は

遊 技 客 に つ き ま と つ て 、 物 品 を 買 い 、 又 は

買 お う と し て は な ら な い 。  

２  （ 略 ）  

（ 罰 則 ）  

第 十 五 条  第 二 条 第 二 項 第 一 号 の 規 定 に 違

反 し た 者 又 は 同 項 第 二 号 の 規 定 に 違 反 し

て 撮 影 し た 者 は 、 一 年 以 下 の 懲 役 又 は 百 万

円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。  

２  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 六

月 以 下 の 懲 役 又 は 五 十 万 円 以 下 の 罰 金 に

処 す る 。  

 一  第 二 条 第 二 項 第 二 号 又 は 第 三 号 の 規

定 に 違 反 し た 者 （ 前 項 に 該 当 す る 者 を 除

く 。 ）  

 二  （ 略 ）  

３  （ 略 ）  

４  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 五

十 万 円 以 下 の 罰 金 又 は 拘 留 若 し く は 科 料

に 処 す る 。  

 一  第 二 条 第 一 項 、 第 三 項 又 は 第 四 項 の 規

定 に 違 反 し た 者  

 二 ～ 九  （ 略 ）  

５ ・ ６  （ 略 ）  

７  常 習 と し て 第 一 項 の 違 反 行 為 を し た 者

は 、 二 年 以 下 の 懲 役 又 は 百 万 円 以 下 の 罰 金

に 処 す る 。  

律 第 百 二 十 二 号 ） 第 二 十 三 条 第 一 項 の 営 業

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 ぱ ち ん こ 屋 等 」 と

い う 。 ） に 係 る 営 業 所 又 は そ の 付 近 に お い

て 、 ぱ ち ん こ 屋 等 の 営 業 者 が 遊 技 客 に 賞 品

と し て 交 付 し た 物 品 を 転 売 す る た め 、 又 は

転 売 す る 目 的 を 有 す る 者 に 交 付 す る た め 、

う ろ つ き 、 又 は 遊 技 客 に つ き ま と つ て 、 物

品 を 買 い 、 又 は 買 お う と し て は な ら な い 。 

 

２  （ 略 ）  

（ 罰 則 ）  

第 十 五 条  

 

 

 
次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 六

月 以 下 の 懲 役 又 は 五 十 万 円 以 下 の 罰 金 に

処 す る 。  

 一  第 二 条 第 二 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に 違

反 し た 者  

  

二  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

３  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 五

十 万 円 以 下 の 罰 金 又 は 拘 留 若 し く は 科 料

に 処 す る 。  

 一  第 二 条 第 一 項 、 第 四 項 又 は 第 五 項 の 規

定 に 違 反 し た 者  

 二 ～ 九  （ 略 ）  

４ ・ ５  （ 略 ）  

８  常 習 と し て 第 二 項 又 は 第 三 項 の 違 反 行

為 を し た 者 は 、 一 年 以 下 の 懲 役 又 は 百 万 円  

以 下 の 罰 金 に 処 す る 。  

９  常 習 と し て 第 四 項 の 違 反 行 為 を し た 者

は 、 六 月 以 下 の 懲 役 又 は 五 十 万 円 以 下 の 罰

金 に 処 す る 。  

６  常 習 と し て 第 一 項 又 は 第 二 項 の 違 反 行

為 を し た 者 は 、 一 年 以 下 の 懲 役 又 は 百 万 円  

以 下 の 罰 金 に 処 す る 。  

７  常 習 と し て 第 三 項 の 違 反 行 為 を し た 者

は 、 六 月 以 下 の 懲 役 又 は 五 十 万 円 以 下 の 罰

金 に 処 す る 。  

   附  則  

令和2年10月21日 三　重　県　公　報 号　　外
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 こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

令和2年10月21日 三　重　県　公　報 号　　外
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